
 
 

令和７年度(2025年度) 

 
 

 

 

１ 申告が必要な方 
令和７年１月１日現在、大多喜町内に償却資産を所有している方 

 

２ 提出期限  

令和７年１月３１日（金） 
 

・申告期限が近づきますと窓口が込み合うため、１月１７日（金）までの 

提出にご協力ください。 

 

３ 提出書類 

提 出 書 類 提出枚数 備    考 

償 却 資 産 申 告 書 

(償却資産課税台帳) 
１枚 

１枚目は提出用になります。 

２枚目は本人控えになります。 

種 類 別 明 細 書 

(増加資産・全資産用） 
１枚 ２枚目は本人控えになります。 

  

郵送による申告で、｢控用｣に受付印を希望される方は、切手を貼った 

返信用封筒を同封してください。 

 

４ 提出先および問合せ先 

〒298‐0292 千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93番地 

       大多喜町役場 税務住民課 課税係 

電 話〈0470〉82‐2122 ＦＡＸ〈0470〉82‐4461 

 

 

 

 

大多喜町の償却資産（固定資産税）の申告は を利用して電子申告ができます。 

エルタックスは地方公共団体が共同で運営する地方税の総合窓口システムです。 

◆ 利用手続きなどの詳細は、エルタックスホームページで！ https://www.eltax.lta.go.jp/ 

                       で   検索   できます。 

 

 

 

エルタックス 
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○ 資産の増減がない場合でも、必ず申告してください。（15ページの【18】をご覧ください。） 

○ 前年中に休業または廃業された方、事業を行っているが償却資産をお持ちでない方は、その内

容を申告書の備考欄に記入して提出してください。(15ページの【18】をご覧ください。) 

○ 決算期以降、賦課期日（１月１日）現在までの間の取得資産について、申告もれのないように

してください。なお、台帳等が未整理のため申告書に記入できなかった資産については、台帳等

の整理がつき次第修正の申告をしてください。 

  注）本年度申告分で申告もれ資産がある場合には過年度にさかのぼって課税されます。 

○ 申告書の書き方がわからない場合は、下記の書類をお持ちのうえ、お早めにご相談ください。 

《お持ちいただくもの》 

確定申告書、固定資産台帳又は減価償却内訳明細書 

その他、減価償却資産の明細のわかる書類（アパート等を新築された方は、工事見積内訳書） 

 ※押印は不要です。 

○ 電算処理による全資産申告をされる場合 

毎年１月１日現在の全資産の内容を申告してください。また、本町から送付した｢償却資産申

告書｣は必ず同封してください。 

申告しない場合又は虚偽の申告をした場合 

正当な理由がなく申告をされなかった場合は、地方税法第 386 条及び大多喜町税条例第 75 条の

規定により過料を科されることがあります。また、虚偽の申告をした場合は、地方税法第 385条の

規定により罰金を科されることがあります。 
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１ 申告にあたっての注意事項 

 

 １ 申告にあたっての注意事項… １ 

 ２ 償却資産とは………………… ２ 

（１）家屋に含まれず償却資産の 

対象となるもの……………… ３ 

（２）その他注意が必要な資産…… ３ 

（３）家屋と償却資産の区分……… ４ 

（４）業種別の主な償却資産……… ５ 

 ３ 償却資産課税のしくみ……… ６ 

 ４ 課税標準の特例・非課税…… ７ 

             

 

５ 国税との主な違い……………１０ 

 ６ 参考 

   評価額の計算方法……………１１ 

   償却資産Ｑ＆Ａ………………１２ 

 ７ 償却資産の申告 

（１）償却資産申告書の記入例……１５ 

（２）種類別明細書の記入例………１６ 

（３）償却資産とその耐用年数……１７ 
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会社や個人の方が事業を営むために所有している構築物、機械・装置、車両・運搬具、工具・器

具・備品などの資産を償却資産といい、土地・家屋と同じように固定資産税が課税されます。（3

～5ページの表をご覧ください。） 

ただし、次のものは除きます。 

申告の必要のないもの 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

少額の減価償却資産について 

固定資産税（償却資産）において申告の対象から除外する、いわゆる「少額資産」については、

地方税法の規定により、①取得価額２０万円未満の資産のうち３年間で一括償却したもの、②取得

価額１０万円未満の資産のうち一時に損金算入したもの、③ファイナンスリース取引に係るリース

資産で取得価額が２０万円未満のものをいいます。 

このことから、租税特別措置法の中小企業者の少額資産特例制度を適用して即時償却した資産に

ついては、固定資産税（償却資産）の申告が必要です。 

取得価額 個別償却 
 

 
 

  

10万円未満 

対 象 

申告が必要

です 

 

対象外 

対象外 

対象外 10万円以上 

20万円未満 対 象 

申告が必要です 

 

20万円以上 

30万円未満 
  対 象 

申告が必要です 
30万円以上    

 

 

２ 償却資産とは 

 

・ 建物本体及びその所有者が施工した設備等で固定資産税の取り扱い上家屋評価されるもの 

(例)屋内の電気設備、屋内の給排水衛生設備、床壁天井などの内装等 

・ 鉱業権、漁業権、特許権、ソフトウエアなどの無形固定資産 

・ 繰延資産   

・ 書画・骨董品など時の経過により価値が減少しない資産 

・ 自動車税（種別割）・軽自動車税（種別割）の対象となる自動車・軽自動車・原付・オートバ

イ・小型特殊自動車（注）（カーナビ､オーディオ等附属設備を含む） 

 

（注）小型のフォークリフトは事業所構内のみで使用するものでも軽自動車税（小型特殊自動車）の対象とな
りますので、税務住民課又は出張所にてナンバー登録をしてください。 

    ⇒詳しくは 13 ページをご覧ください。 

 

・ 取得価額が少額の減価償却資産のうち申告対象外のもの（以下の表をご覧ください） 

 

※１ 中小企業者の少額資産特例制度により即時償却するもの（租税特別措置法第 28 条の 2、第 67 条の 5 ほか） 

※２ ３年で均等償却するもの（法人税法施行令第 133 条の 2 第 1 項・所得税法施行令第 139 条第 1 項） 

※３ 耐用年数が 1 年未満又は取得価額 10 万円未満で一時に損金算入するもの（法人税法施行令第 133 条、所得税
法施行令第 138 条） 

※４ 法人税法第 64 条の 2 第 1 項、所得税法第 67 条の 2 第 1 項に規定するリース資産 

３年一括償却 

※2 

① 

一時損金算入 

※3 

② ③ 

ファイナンス 

リース※4 

中小企業者特例 

※1 
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（１） 家屋に含まれず償却資産の対象となるもの 注）申告が必要です 

 家屋の付帯設備等の中にも、家屋に含めず、償却資産として申告が必要なものがあります。 

区    分 申  告  が  必  要  な  資  産  例 

特定の生産又は 

事業に供される設備 

・生産活動用に使用される動力配線、給排水・ガス・エアー配管等 

・飲食店、ホテル、病院などの営業用の厨房設備又は洗濯設備 

・工場用ベルトコンベアー   ・ＬＡＮ配線          等 

独立した機器としての 

性格が強いもの 

・ネオンサイン、スポットライト、投光機等  ・受変電設備 

・ルームクーラー ・電話機、交換機 ・拡声器 ・局所式給湯器 等 

家屋として 

認められないもの 

・基礎のない簡易倉庫、プレハブ建物  ・テントハウス  

・壁のないカーポート、自転車置き場、ごみ置場          等 

家屋と構造上一体と 

なっていないもの 

・屋外給排水設備 ・屋外ガス設備 ・独立看板 ・屋外電気設備 

・簡易間仕切り ・門、塀 ・陳列棚、カウンター         等 

家屋の所有者以外の者が 

取り付けた家屋附帯設備 

貸し店舗・工場等のテナントが取り付けた内装、電気設備、ガス設備、

給排水設備、造り付け家具などはテナント（賃借人）の償却資産とし

て申告が必要です 

 

（２） その他、注意が必要な償却資産 注）申告が必要です 

区    分 申  告  が  必  要  な  資  産  例 

1 遊 休 資 産 ・ 未 稼 働 資 産 
稼働を休止しているが、いつでも稼働できる状態にある資産 

既に完成しているが、まだ稼働していない資産 

2 簿 外 資 産 会社の帳簿に記載されていない償却資産 

3 償 却 済 資 産 減価償却を終わり、残存価額のみ帳簿に計上されている資産 

4 減価償却を行っていない資産 
赤字決算などのため減価償却を行っていないが、本来減価償却が可

能な資産 

5 少 額 の 減 価 償 却 資 産 

使用可能な期間が１年未満又は取得価額が 20 万円未満の資産であ

っても、耐用年数を用いて減価償却している資産（３年間で均等償

却している一括償却資産を除く） 

6 中小企業者の少額資産特例 
地方税法上は租税特別措置法に基づく即時償却が認められません。 

通常の資産と同様に扱われ、法定耐用年数を使用します。 

7 資 本 的 支 出 
資本的支出（改良費）として資産計上した資産（新たな資産とみな

し、改良された本体と区分して申告してください。） 

8 建 設 仮 勘 定 の 資 産 建設仮勘定中でも、１月１日現在一部が完成し使用されている資産 

9 割賦販売で購入した資産 原則として、買主が申告してください。 

10 大 型 特 殊 自 動 車 
建設機械、工業用機械などで自動車登録番号の分類番号が 9、90～

99、900～999のもの、または 0、00～09、000～099のもの 
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（３） 家屋と償却資産の区分 

 償 却 資 産 と し て 取 扱 う も の 家 屋 と し て 取 扱 う も の  

電 力 設 備 
受変電設備、予備電源設備、 
工場用動力配線、発電設備等 

左記以外の屋内配線 

照 明 設 備 
ネオンサイン、スポットライト、 
投光機等 

固定された一般照明用器具 

中央監視制御設備 中央監視制御装置一式（配線を含む）  

電 話 設 備 交換機、電話機、電源装置等 配線、配管 

呼出信号設備並びに 
拡 声 装 置 

マイクロホン、拡声器、増幅器、 
混声器、演奏器等 

電鈴、ブザー、配線、配管 

電 気 時 計 装 置 
時計本体、充電器、蓄電池、継電器、 
タイムレコーダー等 

配線、配管 

冷 暖 房 設 備 ルームクーラー、独立煙突及び煙道等 
家屋と構造上一体となった空調設備
一式 

換 気 設 備 
扇風機、ウィンドクーラー、 
工業用送風装置等 

換気扇、 
ベンチレーター 

給 排 水 設 備 
井戸、屋外給排水設備（下水道接続工事
も含む）、量水器、事業用給排水設備 

左記以外の屋内給排水設備 

給 湯 設 備 
局所式給湯器、 
局所式給湯のボイラー及び付属品等 

中央式給湯設備の 
ボイラー及び貯湯槽 

ガ ス 設 備 
屋外供給本管、メーター、 
事業用ガス設備一式 

左記以外の屋内配管 

消 火 設 備 
ホース、ノズル、手提式消火器、 
屋外の消火栓等 

屋内に取り付けられた消火栓、 
スプリンクラー、ドレンチャー 

運 搬 設 備 
ベルトコンベアー、気送管設備の気送
子、ホイスト等 

リフト、エレベーター、エスカレー
ター、気送管、メールシュート 

サ ー ビ ス 設 備 厨房設備、洗濯設備等 造り付けの調理台・流し台 

劇 場 特 殊 設 備 移動性の舞台設備、映写設備等 造り付けたもの 

銀行・店舗等の設備 
営業台、商品販売台、陳列棚、スクリー
ンカウンター等で容易に取外しのでき
るもの 

大型金庫扉、 
固定された営業台 

店 舗 及 び 事 業 用 
造 作 設 備 

事務所、店舗等の簡易間仕切り（ボルト

締めで床に固定してある程度のもので簡単に

撤去・付設のできるものを含む） 
家屋と構造上一体性の強いもの 

上屋・車庫・倉庫等 
周壁が３方向未満で独立したもの 
基礎のない簡易建物、テントハウス等 

周壁を３方向以上備え、外界と遮断
された空間を有するもの 

キ ャ ノ ピ ー 家屋から独立しているもの 家屋と構造上一体となっているもの 

太 陽 光 発 電 設 備 
※１４ページ参照 

ソーラーパネル（建材一体型は除く） 建材一体型ソーラーパネル 

そ の 他 
看板、広告塔、門、塀、庭園、人工芝、
防火壁、日よけ等 

避雷設備一式 
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（４） 業種別の主な償却資産の内容 

業 種 主 な 償 却 資 産 の 内 容 

各業種に共通するもの 
駐車場設備、受変電設備、舗装、庭園・植栽、門、塀、外構、看板、浄化槽、 
中央監視制御装置、簡易間仕切、発電設備、応接セット、キャビネット、 
エアコン、パソコン、コピー機、テレビ、レジスター、金庫等 

喫 茶 ・ 飲 食 店 厨房設備、自動販売機、接客用家具、カラオケ、冷蔵庫、冷凍庫等 

理 ・ 美 容 業 
理・美容椅子、消毒殺菌器、タオル蒸器、ドライヤー、赤外線灯、洗面設備、
パーマ器、サインポール等 

クリーニング業 洗濯機、脱水機、ドライ機、プレス、ミシン等 

小 売 業 冷蔵ストッカー、陳列ケース、自動販売機、冷蔵庫、冷凍庫等 

食肉･鮮魚販売業 冷凍庫、冷蔵庫、陳列ケース、肉切断機、挽肉機、電子秤等 

自 動 車 修 理 業 
旋盤、プレス、リフト、コンプレッサー、充電器、測定・検査工具、 
看板、構内舗装等 

工       場 
旋盤、ボール盤、フライス盤、研削機、プレス機、金型、洗浄給水設備、溶
接機、貯水設備、ガス配管、エアー配管、動力配線等 

ガソリン給油所 
ガソリン計量機、リフト、充電器、コンプレッサー、洗車機、照明設備、 
看板、地下タンク、独立キャノピー等 

開 業 医 
レントゲン機器、消毒殺菌用機器、手術機器、調剤機器、光学検査機器、 
歯科診療用ユニット等 

建 設 業 
ブロックゲージ、トランスショッパー、ポンプ、発電機、ブルドーザー、 
パワーショベル、コンクリートカッター、ミキサー等 

農 業 
耕運機、稲刈機、トラクター・コンバイン（大型特殊のみ）、ビニールハウ
ス、きのこ栽培用ほだ木、ぶどう棚、農業用設備等 

不 動 産 賃 貸 業 
駐車場舗装、自転車置場、屋外給排水設備、浄化槽、下水道接続工事、 
フェンス、側溝等（共同住宅の場合は下記参照） 

 

共同住宅 （家屋は別途課税されます。）         は申告の対象となります。 

                             ※（ ）内は耐用年数です。 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自転車置場（7） 

コンクリート・ブロック塀（15） 

プロパン庫（7） ごみ置場（15） 

フェンス（10） 

側溝（15） 

備え付けエアコン（6） 

下水道･浄化槽（15） 

門・アーチ・看板 

(
金 属 製 2 0

金属以外   1 0)  

外灯（10） 

植え込み(花壇)（20） 

コンクリート舗装（15） 

アスファルト舗装（10） 

太陽光発電（17） 
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① 毎年１月３１日期限 償却資産申告書の提出・受付  

    毎年１月１日現在の償却資産の状況を申告していただきます。 

 

② 償却資産の評価  

    提出いただいた申告書の内容をもとに評価を行います。 

評価額は、11ページの計算方法に基づき、算出します。 

 

③ 価格の決定  

償却資産の評価に基づいて、毎年３月末日までに固定資産（償却資産）の価格等を決定し

ます。 

    （１）課税標準額 

       決定した価格（評価額）が原則として課税標準額となります。 

    （２）税額 

       課税標準額×１．４％（税率）＝税額 となります。 

●免税点･･･課税標準額（償却資産の合計額）が、150 万円未満の場合には課税され

ません。だだし、申告は必要です。 

 

④ 納税通知書の発送：４月中旬  

    土地や家屋を所有している場合、ひとつの納税通知書にまとめてお送りします。 

納期は１期(４月)・２期(７月)・３期(１２月)・４期(２月)の４回です。 

 

⑤ 実地調査  

    申告書受理後、地方税法に基づいて実地調査を行うことがありますので、その際はご協力

をお願いいたします。また、実地調査に伴って修正申告をお願いすることがありますが、

その場合の課税は申告した年度だけでなく過年度にさかのぼって課税されますので、予め

ご承知おきください。 

 

 

 

 

 

３ 償却資産課税のしくみ 
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１ 課税標準の特例 

固定資産税の課税標準の特例が適用される資産とは、地方税法第349条の３、同法附則第15条、

第15条の２及び第15条の３に規定される一定要件を備えた償却資産で、固定資産税が軽減されま

す。新たに特例適用資産を取得された場合は、《固定資産税課税標準特例適用申告書》に必要事

項を記載のうえ、事実を証明する書類等を添付して税務住民課へ提出してください。 

※《固定資産税課税標準特例適用申告書》は、税務住民課又はホームページにあります。 

（令和6年12月1日現在・抜粋） 

 

適用条項 
設 備 の 種 類 適用期間 

特

例

課

税

率 

添 付 書 類 

地方 

税法 
349 
条の3 

第３項 
農業協同組合、中小企業等協同組
合の共同利用施設で政令で定める
もの 

新設後 
３年度分 

1/2 
・政府の補助等の交付要項 
又は法定通知書の写 

法 

附 

則 

第 

15 

条 

第１項 
流通機能の高度化に寄与する倉庫
の附属機械設備 

新設後 
５年度分 

3/4 
・運輸局長の証明の写 
・機械設備の内容が分かる資
料、図面等の写 

第２項 

公共の危害防止のための処理施設
（汚水・廃液処理施設、指定物質
の排出・飛散抑制施設、産業廃棄
物処理施設、下水道除害施設） 

令和 6 年 4 月
1 日～令和 8
年 3月 31日ま
での間に取得 

1/3
～
3/4 

・処理施設設置届出書の写 
・処理過程図 

第７項 

電気を動力源とする自動車で、総
務省令で定めるものに水素・可燃
性天然ガスを充てんするための設
備 

取得後 
３年度分 

5/6 
・処理過程図 
・その他設備の実態のわかる資

料、図面等の写 

第２５項 

(※1) 

電気事業者業による再生可能エネ
ルギー電気の調達に関する特別措
置法に規定する認定開発設備 

取得後 
３年度分 

2/3
～
3/4 

・補助事業者等が交付する補助
金等が確定したことがわか
る書類 

・設備の内容のわかる資料 
(仕様書・見積書等) 

第４４項 

(※２) 

中小企業者等が、先端設備等導入
計画に基づき取得した先端設備 

取得後 
３年度分 

1/2 
・計画の申請書及び認定書の写 
・工業会等による使用等証明書

等の写 

 

◎ (※１)、(※２)、については８、９ページをご参照ください。 

４ 課税標準の特例･非課税･減免 
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※1 第２５項 太陽光発電設備に係る課税標準額の特例について 

 

① 対象となる設備 

令和6年4月1日から令和 8年 3月 31日までの期間で、経済産業省による「再生可能エネルギー

の固定価格買取制度」の認定を受けたものを除く一定の太陽光発電設備となります。 

※ペロブスカイト太陽電池を使用し、「グリーンイノベーション基金補助金」を受けて取得した、 

1,000kW未満の設備または認定地域脱炭素化促進事業計画に従って取得した一定の設備。 

 

② 特例の適用期間および適用率 

新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、設備規模が 

1000Kw未満の課税標準額は3分の2、1000Kw以上の課税標準額は4分の3の額となります。 

 

③ 必要な添付書類 

・補助事業者等が交付する補助金等が確定したことがわかる書類の写し 

・設備の内容のわかる資料（仕様書・見積書等） 

 

※2 第４４項 先端設備に係る課税標準額の特例について 

 

① 対象となる資産 

先端設備等導入計画の認定を受けており、先端設備等導入計画に基づき新規で取得された以下の 

該当する資産となります。 

 

資産の種類 
1台あたりの 

取得価額 
取得時期 対象者 その他 

機械及び装置 160万円以上 

R5.4.1～ 

R7.3.31 

・資本金もしくは出資金の額

が1億円以下の法人 

・資本金もしくは出資金を有

しない法人のうち従業員数

が1,000人以下の法人 

・従業員数 1,000人以下の個

人事業主 

・労働生産性が年平均3％以

上向上すること 

・年平均の投資利益率が5％

以上となること 

測定工具及び 

検査工具 
30万円以上 

器具及び備品 30万円以上 

建物附属設備 

※家屋と一体となって効用

を果たすものを除く 

60万円以上 

 

◎ 詳しくは中小企業庁のホームページ(http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/)にて 

ご確認ください。
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② 特例の適用期間および適用率 

新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、対象資産の 

課税標準額が 1/2となります。 

 

 

③ 必要な添付書類 

・先端設備導入計画の「申請書」及び「認定書」の写し 

・「工業会等による中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要 

件証明書」の写し 

(注)リース取引が行われリース会社が申告する場合は上記に加え、以下も必要となります。 

・「リース契約書」の写し 

・公益社団法人リース事業協会が確認した「固定資産税軽減計算書」の写し 

 

 

 

２ 非 課 税 

非課税とされる償却資産（非課税適用資産）とは、地方税法第348条に規定される一定要件を

備えた償却資産をいいます。非課税適用資産を取得された場合は、《固定資産税非課税適用申告

書》に必要事項を記載のうえ、添付資料とともにご提出ください。 

※ 《固定資産税非課税適用申告書》は、税務住民課又は町ホームページにあります。 

 

 

 

３ 減 免 

  償却資産が、火災、風水害、震災などで被害を受けたときなど、大多喜町税条例等で定める要

件を満たす場合には、申請により減免を受けることができます。 

※ 《固定資産減免申告書》は、税務住民課又は町ホームページにあります。 
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項    目 固定資産税(償却資産)の取扱い 国 税 の 取 扱 い 

償却計算の基準 賦課期日制度(毎年１月１日) 事業年度制度 

減価償却の方法 

一般の資産は定率法 

※国税の「旧定率法」で使用する

償却率と同じ率を、固定資産評価

基準別表第15「耐用年数に応ずる

減価率表」に規定 

〇建物並びに平成 28 年 4 月 1 日以後に取

得をする建物附属設備及び構築物以外の

一般の資産は、定率法・定額法の選択制 

〇定率法を選択した場合 

・平成 24 年 4 月 1 日以降に取得された資

産は「定率法（200％定率法）」を適用 

・平成 19 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月

31 日までに取得された資産は「定率法

（250％定定率法）」を適用 

・平成 19 年 3 月 31 日以前に取得された

資産は「旧定率法」を適用 

前年中の新規取得資産 半年償却（1／2） 月割償却 

圧縮記帳       ×（注１） ○ 

特別償却・割増償却 

（租税特別措置法） 
      × ○ 

増加償却 

（所得税･法人税） 

      ○（注２） 

税務署長への届出書（写）を添付 ○ 

評価額の最低限度 取得価格の5/100 備忘価格（１円）まで 

改良費（資本的支出） 区分評価 原則区分評価、一部合算も可 

 

（注１）固定資産税は、圧縮記帳の制度は認められません。国庫補助金等で取得した資産で取得価額の 

圧縮を行なったものについては、圧縮前の取得価額で申告してください。 

 

（注２）法人税法若しくは所得税法の規定による増加償却又が認められた資産については、 

固定資産税評価上控除額の加算を行なうことができます。適用を受けたことが分かる書類を償

却資産申告書とともに提出してください。 

５ 国税との主な違い 
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評価額の計算方法 

償却資産の評価額は、資産の取得時期、取得価額及び耐用年数をもとに、以下のとおり計算しま

す。ただし、個々の資産について、取得価額の５％が最低限度額となります。 

 

 

・前年中に取得した資産   

  取得価額×（1－ｒ/2）…(ア)  

・前年前に取得した資産 

  前年度評価額×（1－ｒ）…(イ) 

 

※ｒ…耐用年数に応ずる減価率 

 

  

償却資産減価残存率表 

耐用年数 

減価率 

減価残存率 

耐用年数 

減価率 

減価残存率 

前年中 

取 得 

前年前 

取 得 

前年中 

取 得 

前年前 

取 得 

ｒ 
（ア） 

1－ｒ/2 

（イ） 

1－ｒ 
ｒ 

（ア） 

1－ｒ/2 

（イ） 

1－ｒ 

2 0.684 0.658 0.316 14 0.152 0.924 0.848 

3 0.536 0.732 0.464 15 0.142 0.929 0.858 

4 0.438 0.781 0.562 16 0.134 0.933 0.866 

5 0.369 0.815 0.631 17 0.127 0.936 0.873 

6 0.319 0.840 0.681 18 0.120 0.940 0.880 

7 0.280 0.860 0.720 19 0.114 0.943 0.886 

8 0.250 0.875 0.750 20 0.109 0.945 0.891 

9 0.226 0.887 0.774 21 0.104 0.948 0.896 

10 0.206 0.897 0.794 22 0.099 0.950 0.901 

11 0.189 0.905 0.811 23 0.095 0.952 0.905 

12 0.175 0.912 0.825 24 0.092 0.954 0.908 

13 0.162 0.919 0.838 25 0.088 0.956 0.912 

６ 参  考 

 

計 算 式 ［計算例］ 

取得時期令和 6 年 5 月、取得価額 450,000 円、 

耐用年数 5 年の場合 

 ・令和 7 年度＝450,000 円×0.815＝366,750 円 

 ・令和 8 年度＝366,750 円×0.631＝231,419 円 

・令和 9 年度＝231,419 円×0.631＝146,025 円 

 ・令和 13 年度＝ 36,686 円×0.631＝ 23,148 円 

・令和 14 年度＝ 23,148 円×0.631＝ 14,606 円＜22,500 円 

 ※ 令和 14 年度で、算出額が取得価額の 5％（22,500 円）より 

 

… （途中省略） 

小さくなるので、以降 22,500 円が評価額になります。 
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Ｑ 償却資産の制度は最近できた制度ですか？ 

Ａ 償却資産は、昭和２５年のシャウプ勧告に基づき行われた地方税制度の根本的

改正により、事業用の資産一般に対する固定資産税として、土地・家屋とともに

創設された制度です。 

 

Ｑ 償却資産はなぜ申告しなければいけないのですか？ 

Ａ 地方税法第３８３条規定により、償却資産の所有者は毎年１月１日現在（賦課期日）

の資産を申告する義務があります。 

また、償却資産は土地・家屋のような登記制度がなく、所有者や申告内容の把握が

困難であるため、毎年申告をお願いしております。 

 

Ｑ 免税点未満でも申告しないといけないのですか？ 

Ａ 申告してください。申告していただいた内容について評価をし、その結果により免

税点未満であるかどうか判断します。 

 

Ｑ 資産の内容に変更がなくても申告しないといけないのですか？ 

  Ａ 申告してください。１５ページの【18】にあるように「増減なし」と記入いただ

くだけで結構です。 

 

Ｑ 耐用年数を経過し、償却済みとなった資産も申告の対象になりますか？ 

Ａ 対象となります。償却済みの資産でも、所有していて事業用に使用している限り

申告していただく必要があります。 

 

Ｑ 共同住宅（アパート）を新築し、家屋評価を受けたのですが、償却資産
の申告書が届きました。申告する必要があるのですか？ 

Ａ 申告してください。家屋評価はあくまでも家屋としての評価を決める調査となり

ます。家屋として評価をしない備え付けエアコンや駐車場の舗装、フェンス、浄化槽

等は償却資産の申告対象となります（３ページ～５ページ参照）。申告書とともに工

事見積内訳書をご持参ください。 
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Ｑ テナントとして店舗を借りて事業をしているのですが、その場合の内装
工事等はどうなるのですか？ 

Ａ ご契約後に、付加された内装造作工事や水廻り増設工事等は償却資産の対象と

なります（地方税法第３４３条第１０項、大多喜町税条例第５４条第８項）。お持

ちの器具や備品等の資産とともにご申告ください。 

 

Ｑ リースにより機械を導入しましたが、申告は誰がするべきですか？ 

Ａ １月１日にその資産を所有している方に申告していただきます。したがって、償

却資産のリースを受けている場合は、基本的にリース会社に申告していただきます。

※ただし、リース期間終了後、無償で譲り受けることを条件に借りている場合や、割

賦販売の場合は、両者に納税義務がありますが、申告していただくのは最終的に所有

者となる借主の方になります。 

※所有権移転外ファイナンスリース取引について、税務会計上売買取引として取り扱 

われますが、固定資産税（償却資産）においては、資産の所有者であるリース会社に 

申告していただきます。 

 

Ｑ フォークリフトを購入しましたが、償却資産の課税対象となりますか？ 

Ａ 大型特殊自動車は課税対象ですので、申告が必要です。小型特殊自動車は軽自動車

税の対象となりますので、償却資産の申告の必要はありません。 

ただし、小型特殊自動車は公道を走らず工場などの構内だけで使用する場合でも、

軽自動車税の課税対象ですので登録が必要です。登録手続きは大多喜町役場税務住民

課又は出張所で受け付けております。 

     ●小型特殊自動車の規格 （以下の基準をひとつでも超えていれば大型特殊自動車です） 

 長さ 
（ｍ） 

幅 
（ｍ） 

高さ 
（ｍ） 

最高速度 
（ｋｍ/ｈ） 

総排気量 
(ﾘｯﾄﾙ） 

産業・建設用車両 4.70 以下 1.70 以下 2.80 以下 15 以下 制限無し 

農耕作業用車両 制限無し 制限無し 制限無し 35 未満 制限無し 

 

 

Ｑ 実地調査とは何ですか？ 

Ａ 償却資産について会社の固定資産台帳と申告内容に差異がないか調査します。 

地方税法第 408条では固定資産評価員に少なくとも毎年１回調査をさせなければな 

らないとされています。大多喜町でも順次実地調査を行っています。 

 また、調査の結果、申告内容の修正をお願いすることがありますが、その場合は現 

年度に限らず資産の取得年次に応じて過年度に遡及して課税いたしますので、予め 

ご承知おきください。  
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Ｑ 太陽光発電設備を設置しましたが、申告をしないといけないのですか？ 

Ａ 太陽光発電設備も償却資産に該当し、固定資産税の課税の対象となる場合があ

ります。以下の『設置者および発電規模別の課税区分』及び『発電に係る設備の

部分別評価区分』をご参考に所有されている太陽光発電設備の設置状況を確認し

てください。 

・設置者および発電規模別の課税区分 

設置者 
10kW以上の太陽光発電設備 

（余剰売電・全量売電） 

10kW未満の太陽光発電設備 

（余剰売電） 

個人（住宅用） 

家屋の屋根などに経済産業省の認定

を受けた太陽光発電設備を設置し、

発電量の全量又は余剰を売電される

場合は、売電するための事業用資産

となり、発電に係る設備は課税の対象

となります。 

売電するための事業用資産とはなりま

せんので、償却資産としては課税の対

象外となります。 

個人（事業用） 
個人の方であっても事業の用に供している資産については、発電出力量や、

全量売電か余剰売電かにかかわらず償却資産として課税の対象となります。 

法人 
事業の用に供している資産になりますので、発電出力量や、全量売電か余剰

売電かにかかわらず償却資産として課税の対象となります。 

・発電に係る設備の部分別評価区分 

太陽光パネルの設置方法 

太陽光発電設備 

太
陽
光
パ
ネ
ル 

架
台 

接
続
ユ
ニ
ッ
ト 

パ
ワ
ー
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー 

表
示
ユ
ニ
ッ
ト 

電
力
量
計
算
等 

家屋に一体の建材（屋根材など）として設置 家屋 家屋 償却 償却 償却 償却 

架台に乗せて屋根に設置 償却 償却 償却 償却 償却 償却 

家屋以外の場所（地上や家屋の要件を満たしてい

ない構築物など）に設置 
償却 償却 償却 償却 償却 償却 

※家屋…家屋として評価の対象となります。償却資産としての申告は不要です。 

※償却…償却資産に該当します。償却資産として申告が必要です。



 
（

１
）

償
却

資
産

申
告

書
の

記
入

例
（

　
　

　
色

の
部

分
は

記
入

不
要

）

 
 
【

3
】

個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

〒
2
9
8

-
0
2
1
6

千
葉

県
夷

隅
郡

大
多

喜
町

大
多

喜
93

番
地

自
動

車
部

品
製

造
業

（

○
○
こ
う
ぎ
ょ
う

（
電

話
８

２
－

２
１

２
２

）

（
屋

号
）

（
電

話
８

２
－

２
１

１
１

）

円
円

円
円

1

2
1
7
5

8
1
6
4

2 3 4 5

1
1
8

0
0
0
0

6

3
2
7
3

8
1
6
4

7

円
円

円

#

計
（
（
イ

）
－

（
ロ

）
＋

（
ハ

）
）

0
5

① ○
○

リ
ー

ス
株

式
会

社

（
ヘ

）4

15

特
別

償
却

又
は

圧
縮

記
帳

税
務

会
計

上
の

償
却

方
法

夷
隅

郡
大

多
喜

町
大

多
喜

１
０

８
番

地

9
2

1
0

1
5
 市

（
区

）
町

村
内

  
 に

お
け

る
事

業
所

  
 等

資
産

の
所

在
地

有
　

・
　

無

４
　

事
　

業
　

種
　

目
 （

資
本

金
の

金
額

）

※ 自 社 様 式 に よ る 申 告 の 場 合 で も 、 こ の 申 告 書 を 必 ず 同 封 し て く だ さ い 。

③②

夷
隅

郡
大

多
喜

町
大

多
喜

９
３

番
地

事
務

所

1
1

有
　

・
　

無

1
3

1
2

定
率

法
・
定

額
法

令
和

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

7
年

度

99
99

99
9

氏
　

　
名

　
　

コ
　

　
ー

　
　

ド

3
住

　
　

所

大
多

喜
町

長
 　

様

又
は

納
税

通
知

書
送

達
先

有
　

・
　

無

構
 築

 物

  
  

機
械

及
び

  
  

装
置

有
　

・
　

無

青
色

申
告

有
　

・
　

無

工
場

1
4

1
1

自
己

所
有

・
借

家

6

船
  

 　
舶

航
 空

 機

  
  

車
両

及
び

  
  

運
搬

具

20

5

備
考

（添
付

資
料

等
）

0

百
万

円
）

1 2 3 4

評
価

額

0

22

0

181
7

3

貸
主

の
名

称
等

借
 用

 資
 産

（
 有

 ・
 無

 ）
1
6

5

資
産

の
種

類

1

3

短
縮

耐
用

年
数

の
承

認

増
加

償
却

の
届

出

非
課

税
該

当
資

産

事
業

所
用

家
屋

の
所

有
区

分

○
○

会
計

事
務

所

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

年
　

　
　

　
 月

船
  

 　
舶

3
8

0
1

0

（
ロ

）

合
　

計

航
 空

 機

 車
両

及
び

 運
搬

具

0
7 5

2

工
具

、
器

具
及

び
備

品

1

0

9

 機
械

及
び

 装
置

資
産

の
種

類

7

（
ハ

）
（
イ

）
前

年
中

に
減

少
し

た
も

の
前

年
中

に
取

得
し

た
も

の

0

大
多
喜
　
太
郎

（
ニ

）

６
　

こ
の

申
告

に
応

　
　

答
す

る
者

の
係

　
　

及
び

氏
名

取
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
得

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

価
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
額

　
　

6
7

所 有 者

0
0

1

前
年

前
に

取
得

し
た

も
の

　
 
法

人
に

あ
っ

　
 
て

は
そ

の
名

　
 
称

及
び

代
表

　
 
者

の
氏

名

2

構
 築

 物
4

0

（
ふ

り
が

な
）

0
0

0

代
表

取
締

役

9

５
　

事
業

開
始

年
月

0

経
理

課
　

大
多

喜
 
花

子

７
　

税
理

士
等

の
　

　
氏

名

（
ト
）

0

※
※

課
税

標
準

額

0
0

0
5

受
 付

 印
  

  
  

株
式

会
社

　
○

○
工

業

令
和

償
却

資
産

申
告

書
（

償
却

資
産

課
税

台
帳

） 8

0

8
1

1

氏
　

　
名

0

0
0

0

0
2

6
0

0
0

0
0

04
0

0
0

0

3
00

0

0
0

2

0

3
9

0

0

0
0

0

4
0

0
0

0

0

0

0

2
8

0

0

5

8

1
6

1 0 2

有
　

・
　

無

課
税

標
準

の
特

例

4
4

5

0

2
2

3

0

決
定

価
格

3
6

1

4
0

8

3
8

7

（
ホ

）

3
3

工
具

、
器

具
及

び
備

品

合
　

計

0
0

5

4

9

0
0

0

1

　
　

  
 必

ず
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

4
5
6

7

0
9

2

0

5

8
0

３
　

個
人

番
号

又
　

　
は

法
人

番
号

1
1

3

6
3
 
 
 
 
 
8

【
所
有
者

】
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
住
所
・

氏
名
が
誤
っ
て

い
る
場

合
は

訂
正
し
て
く
だ

さ
い
。

所
有
者
が
法
人
の
場
合
は
、

代
表
者
が
氏
名

を
記
載

し
、

屋
号
が
あ
る
場
合
は
記
入
し

て
く
だ
さ
い
。

記
入
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
電

算
処

理
に

よ
る

全
資

産

申
告
を
さ

れ
る
場
合

に
は
、
記
入
し

て
く
だ
さ
い
。

【
18
】
備
考

該
当

す
る
項

目
が
あ
れ

ば
、

記
入

し
て
く

だ
さ
い
。

「
増

減
な

し
」

前
年
度
に
申
告
さ
れ
た
人

で
、

前
年

中
に
資
産

の
異

動
が

な
か

っ
た
場
合

「
該

当
資

産
な

し
」

初
め

て
申

告
さ
れ
る

人
で

、

申
告

す
る

該
当
資
産

が
な

い
場

合

「
廃

業
」

前
年
中
に
廃
業
を
し
た
場

合
は

、
そ

の
年
月
を

記
入

そ
の

他
、
次

の
よ
う
な

事
項

を
記

入
し
て

く
だ
さ
い

。
①

前
年

中
に

所
有
者
の

住
所
･

氏
名

又
は

名
称
等
に

異
動

 
 が

あ
っ
た

場
合
の
異

動
年

 
 月

日
、
旧
住
所
氏
名
等

②
休

業
、
移

転
等
を
し

た
場

合
は

、
そ

の
内
容
及

び
年

月
③

納
税

管
理

人
を
定
め

て
い

る
場

合
に

は
、
そ
の

者
の

住
所
、
氏
名

④
そ

の
他
参

考
と
な
る

事
項

【
15
】
資
産
の
所

在
地

大
多

喜
町
内

の
事
業
所

・
施

設
の
所
在
地
を
書
い
て
く
だ
さ
い
。

 変
更

が
あ

る
場

合
、

 訂
正

し
て

く
だ

さ
い
。

【
前
年
前

に
取
得
し

た
も

の
(イ

)】

令
和
６
年
１
月
１
日

現
在

の
所
有
資
産
の
取
得
価

額
の

合
計

額
が
打
ち
出
し
て
あ
り
ま
す
。

申
告
も
れ
資
産
が
あ

る
場

合
、

又
は
打
ち
出
し
た
資
産
の
取
得

価
額
に
修
正
が
あ
る

場
合

に
は

訂
正
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
非
課
税
に
該

当
す

る
資

産
は
、
当
該
取
得
価

額
に

含
め

な
い
で
く
だ
さ
い
。

【
8
】
【
9
】国

税
関

係

【
1
0
】
【
11

】
地

方
税

関
係

【
1
2
】
【
13

】
【1

4
】国

税
関

係

【
ロ

】
令

和
６
年

中
に
減

少
し

た
 

資
産

の
取

得
価
額
を
書
い
て
く

だ
さ

【
ハ
】
令
和
６

年
中
に
取
得
し

た
資
産
７
７

の
取
得
価
額
を
書
い

て
く

だ
さ
い
。

【
ニ
】
令
和

７
年

１
月

１
日

現
在

の

全
資
産

の
取
得
価
額
を
書
い

て
く
だ
さ
い
。

【
氏

名
コ

ー
ド

】
自

社
様

式
の

用
紙
で
申

告
さ

れ
る

場
合

は
必
ず

記
入
し
て

く
だ

さ
い

。
（
こ
の
場
合
も
本
町
の
申
告
書
を

添
付

し
て
く

だ
さ
い
。

）

７
 
償
却
資

産
の

申
告



（
２

）
種

類
別

明
細

書
（

増
加

資
産

・
全

資
産

用
）

の
記

入
例

　
（

　
　

 
色

の
部

分
は

記
入

不
要

）

Ｐ
1

１
1

Ｓ
6

3
8

1
8

0
0

0
0

0
1

0

1
1

Ｈ
6

3
8

1
2

0
0

0
0

0
1

0

1
1

Ｈ
1

0
5

2
1

0
0

0
0

0
1

0

1
1

Ｈ
1

2
5

2
3

0
0

0
0

0
1

0

2
1

Ｈ
1

0
5
8

4
6

0
0

0
0

0
9

2
1

Ｈ
1

2
5

2
5

0
0

0
0

0
9

2
1

Ｈ
1

7
1

1
1

3
5

0
0

0
0

0
1

2

16

2
1

Ｈ
2

0
1

0
7

3
5

0
0

0
9

5
1

Ｓ
6

3
1

2
2

4
0

0
0

0
0

4

6
２

3
Ｈ

1
9

8
9

0
0

0
0

0
6

１
１

H
2
9

3
1
5
6
0
0
0
0
1
0

２
1
H
2
1

8
2
3
0
0
0
0
0

9

２
1
H
1
9

6
4
2
3
1
6
4

9

２
1
H
2
9

2
1
5
0
0
0
0
0

2

５
1
H
2
9
1
0

2
0
0
0
0
1
3
4

4

6
1
H
2
5
1
0

2
8
0
0
0
0

5

償
 却

 資
 産

 種
 類

 別
 明

 細
 書

9
9
9
9
9
9
9

 株
式
会
社
　
○
○
工
業

※
　

電
算

処
理

用
の

デ
ー

タ
と

し
ま

す
の

で
、

枠
の

中
に

て
い

ね
い

に
書

い
て

く
だ

さ
い

。

省
令
改
正

31
年
3月

廃
棄

申
告
も
れ

Ｒ
1年

7月
市
原
か
ら

申
告
も
れ
・
改

正
(
旧
１
2
年
）

中
古
見
積

大
型
フ
ォ
ー

ク
リ
フ
ト

年
度

課
税

標
準

額

Ｒ
1年

5月
一
部
廃
棄

摘
要

取
得
月
修
正

軽
自
動
車
税

対
象
、
削
除

氏
名

又
は

名
称

氏
名

コ
ー

ド

数
 量

取
得

年
月

耐
年

変
更

年
度

取
　

得
　

価
　

額
年 号

年
月

耐
用

年
数

4 航

5 車

6 工

1 構

2 機

3 船
令

和
７

年
度

防
音

壁

種 類

内
装

工
事

（大
多

喜
工

場
）

資
　

産
　

の
　

名
　

称
　

等

フ
ェ
ン
ス

溶
接
機

ス
ポ
ッ
ト
溶
接

プ
レ
ス
2
0
ｔ
（
中
古
）

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
（
2
F
D
-
1
8
0
）

テ
レ
ビ

N
C

自
動

旋
盤

切
断

機

フ
ォ

ー
ク

リ
フ

ト
　

ト
ヨ

タ
５

F
G

2
5

エ
ア

コ
ン

0
６

資
産

コ
ー

ド

種 類
連

　
番

駐
車

場
舗

装

フ
ェ

ン
ス

フ
ラ

イ
ス

盤

コ
ン

プ
レ

ッ
サ

ー

非 課 税

特
例

コ
ー

ド
新

旧
残

存
率

年
度

評
　

価
　

額
0
７

 【
連

番
】

記
入
の
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。

【
資

産
の

名
称

等
】

資
産
の
名
称
・
規
格
等
を

具
体
的
に
記
入
し
て
く
だ

さ
い
。

2
9
字

以
上

に
な

る
も

の
は

簡
略

し
て

2
8
字
以
内
で
記

入
し
て
く
だ
さ
い
。

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
に
つ
い

て
は
、
メ
ー
カ
ー
・
型
式

を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

前
年
中
に
減
少
し
た
資
産
は

資
産
の
名
称
か
ら
朱
線
（
＝
）
で

消
し
て
く
だ
さ
い
。

打
出
し
内
容
に
誤
り
が
あ
る
場
合
に
は

該
当
箇
所
を
訂
正
し
て
く
だ
さ
い
。

資
産
の
一
部
を
減
少
し
た
場
合
は

訂
正
後
の
数
量
又
は
取
得
価
額
を

朱
書
き
し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
も
れ
、
ま
た
は
移
動
に
よ
り
増
加
し
た
資
産

の
内
、
耐
用
年
数
省
令
の
改
正
に
よ
り
耐
用
年
数

を
変
更
し
た
資
産
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
内
容
と

改
正
前
の
耐
用
年
数
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

【
取
得
価

額
】

資
産
を
取
得
す
る
た
め
に
要
し
た
費
用
（
引
取
運

賃
、
保
険
料
、
手
数
料
、
据
付
費
等
の
付
帯
費
を

含
む
。
）
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

圧
縮
記
帳
は
地
方
税
法
上
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
の
で

圧
縮
前
の
取
得
価
額
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

【
耐
用

年
数

】
「
減
価
償
却
資
産
の
耐
用
年
数
に
関
す
る
省
令
」
別
表
第
１
か

ら
第
６
（
別
表
第
３
及
び
第
４
を
除
く
）
に
掲
げ
る
耐
用
年
数

を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

耐
用
年
数
の
短
縮
・
見
積
耐
用
年
数
を
適
用
し
て
い
る
場
合
に

は
、
実
際
に
適
用
し
て
い
る
耐
用
年
数
を
書
き
、
摘
要
欄
に
そ

の
旨
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

１
…
構
築
物
・
建
物
附
属
設
備

４
…
航
空
機

２
…
機
械
及
び
装
置

５
…
車
両
及
び
運
搬
具

３
…
船

舶
６
…
工
具
・
器
具
及
び
備
品

資
産

の
種

類

◎
 こ
の
種
類
別
明
細
書
に
は
、
令
和
６
年
１
月
１
日
現
在
の
所
有
資
産
が
打
ち
出
し
て
あ
り
ま
す
の
で
、

 令
和
６
年
１
月
２
日
か
ら
令
和
７
年
１
月
１
日
ま
で
に
取

得
し
た

資
産
、
及
び
売
却
・
滅
失
・
移
動
等
に
よ
り

 減
少
し
た

資
産

が
あ
る

場
合
、
又
は
打
出
し
内
容
に

変
更
が
あ

る
場

合
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
 ペ

ー
ジ
毎

で
増

減
・
変

更
が
な

い
場

合
に
は
、
こ
の
種
類
別
明
細
書
を
提
出
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◎
 
初
め
て

申
告

さ
れ
る
方

は
、
令
和
７
年
１
月
１
日
現
在
所
有
し
て
い
る
資
産
を
全
部
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

【
取
得
年

月
(
年
号
)
】

Ｓ
…

…
昭

和

Ｈ
…

…
平

成
Ｒ

…
…
令

和

色
部

分
は

記
入
の

必
要

は
あ

り
ま
せ
ん

。
た

だ
し
電

算
処

理
に
よ

る
全

資
産

申
告
を
さ

れ
る

場
合
に

は
記

入
し

て
く
だ
さ

い
。

6
0
0 
00
0

耐
用
年
数
省
令
の
改
正
に
よ
り
耐
用
年
数
を
変

更
す
る
場
合
は
、
改
正
後
の
耐
用
年
数
に
訂
正

し
、
「
省
令
改
正
」
と
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

【
摘

要
】
欄

に
記

入
す

る
事

項
資
産
が
減
少
し
た
場
合
、
申
告
の

内
容
の
修
正
が
あ
る
場
合
は
、
そ

の
年
月
と
理
由
を
記
入
し
て
く
だ

さ
い
。

ま
た
、
課
税
標
準
の
特
例
が
あ
る

資
産
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
を

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

9
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（３） 償却資産とその耐用年数
（抜粋） 

資産の種類 細  目 
耐用

年数 
細  目 

耐用

年数 
細  目 

耐用

年数 

構 築 物 
 
及 び 

１ 
建 物 附 属 
 
設 備 

構
築
物 

ビ チ ュ ー マ ル ス 路 面 

ア ス フ ァ ル ト 路 面 

コンクリート路面・砂利道 

金 属 製 へ い 

ブ ロ ッ ク べ い 

3 

10 

15 

10 

15 

打 込 み 井 戸 

工 場 緑 化 施 設 

庭 園 

仮 設 建 物 

10 

7 

20 

7 

広告用のもの{ 

農業用ハウス{ 

金 属 造 

そ の 他 

鉄 骨 造 

ビニールハウス 

20 

10 

14 

8 

建
物
附
属
設
備 

可動間仕切り{
簡 易 な も の

その他のもの
 

3 

15 

屋 外 消 火 栓 

屋 外 給 排 水 設 備 

8 

15 

アーケード・日よけ設備 15 

冷暖房設備{ 
冷凍機の出力が

22kw 以下のもの 

そ の 他 の も の  

13 

15 

機 械 及 び 
２ 

装 置 

食 料 品 製 造 業 用 設 備 10 化学工業用設備  電子部品、デバイス又は電子

回路製造業用設備 

 

繊維工業用設備   臭 素 、 よう 素 又 は塩 

素 、 臭 素若 し く はよ 

う 素 化 合物 製 造 設備 

5 

 

 炭素繊維製造設備   光 デ ィ スク 製 造 設備 6 

黒 鉛 化 炉 3 プリント配線基板製造設備 6 

その他の設備 7 塩 化 り ん 製 造 設 備 4 フラットパネルディスプ

レイ、半導体集積回路又

は半導体素子製造設備 

5 そ の 他 の 設 備 7 活 性 炭 製 造 設 備 5 

木材又は木製品製造業用設備 8 ゼ ラ チ ン 又 は 

に か わ 製 造 設 備 
5 

印刷業又は印刷関連業用設備  そ の 他 の 設 備 8 

 デジタル印刷システム設備 4 半 導 体 用 フ ォ ト レ 

ジ ス ト 製 造 設 備 
5 

道 路 貨 物 運 送 業 用 設 備 12 

製 本 業 用 設 備 7 運 輸 に 附 帯 す る 

サ ー ビ ス 業 用 設 備 
10 

新聞業用設備  フラットパネル用カラー

フィルター、偏光板又は偏

光板用フィルム製造設備 

5 モノタイプ、写 

真又は通信設備 
3 

飲 食 料 品 小 売 業 用 設 備 9 

その他の小売業用設備  

その他の設備 10 そ の 他 の 設 備 8  ガ ソ リ ン又 は 液 化石 

油 ガ ス スタ ン ド 設備 
8 

そ の 他 の 設 備 10 生産用機械器具製造業用設備  

プラスチック製品製造業用設備 8  金属加工機械製造設備 9 その他の設備  

ゴム製品製造業用設備 9 その他の設備 12 
主として金属製のもの 

(ソーラーパネル等) 
17 

金属製品製造業用設備  業務用機械器具製造業用設備 7 その他のもの 8 

 金属被覆及び彫刻業又は 

打はく及び金属製ネーム 

プレート製造業用設備 

6 

電気機械器具製造業用設備 7 宿 泊 業 用 設 備 10 

情報通信機械器具製造業用設備 8 飲 食 店 用 設 備 8 

輸送用機械器具製造業用設備 9 洗 濯 業 、 理 容 業 、 美 容 

業 又 は 浴 場 業 用 設 備 
13 

そ の 他 の 設 備 10 農 業 用 設 備 7 

はん用機械器具製造業用設備 12 林 業 用 設 備 5 自 動 車 整 備 業 用 設 備 15 

５ 
車 両 及 び

運 搬 具  
フ ォ ー ク リ フ ト 

※償却資産の対象は大型のみ 
4 

    

工具、器具 

６ 

 及び 備品 

工
具 

金 型 

測 定 又 は 検 査 工 具 

2 

5 
切 削 工 具 2 冶 具 及 び 取 付 工 具 3 

器

具

及

び

備

品 

事 務 机 ・ 椅 子 {
金 属 製

そ の 他  
応 接 セ ッ ト {

接 客 業 用

そ の 他  
陳列たな

ケ ー ス{
冷凍機付又は冷蔵機付

そ の 他        
テレビ・ステレオ等音響機器 

冷 暖 房 用 機 器 

電 気 冷 蔵 庫 ・ 洗 濯 機 

そ の 他 電 気 ガ ス 機 器 

15 

8 

5 

8 

6 

8 

5 

6 

}6 

複 写 機 ・ 計 算 機 

レジスター・タイムレコーダー 

電 子 計 算 機{
パソコン

そ の 他 
インターホン・放送用設備 

電 話 設 備 ・ 通 信 機 器 

試 験 ・ 測 定 機 器 

カメラ・映写機・望遠鏡 

写 真 製 作 機 器 

看 板 ・ ネ オ ン サ イ ン 

} 5 

4 

5 

6 

{
 6 

10  

5 

5 

8 

3 

広 告 器 具{
金 属 製

そ の 他  

金 庫{
手さげ金庫

そ の 他  
理 ・ 美 容 機 器 

レントゲン{
移動式・救急医療用

そ の 他      
歯 科 診 療 用 ユ ニ ッ ト 

自 動 販 売 機 ・ 両 替 機 

焼 却 炉 

10 

5 

5 

20 

5 

4 

6 

7 

5 

5 

 なお、この償却資産の範囲は、法人税確定申告書別表 16（一）、（二）〈減価償却額の計算〉または所得税確定申

告の減価償却費の計算欄に記入された資産から、固定資産税が課税される家屋、自動車税及び軽自動車税が課税され

る自動車等を除いたものにおおむね一致します。 


